
国立研究開発法人の役割に関する検討会の開催について 
 

令和６年６月 17日 
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長決定 

 
１．趣旨 
 国家的課題解決やイノベーション推進のため、国立研究開発法人の研究開発能力や
人材育成機能等の活用が重要になっていることを踏まえ、国立研究開発法人の果たす
べき役割を議論するため、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長の下に「国
立研究開発法人の役割に関する検討会」（以下「検討会」という。）を開催する。 
 
２．構成員 
（１） 検討会の構成は、別紙のとおりとする。 
（２） 座長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。 
 
３．議事 
（１） 検討会の議事については原則公開とする。ただし、座長が議事を非公開する

ことが適当であるとしたときは、この限りではない。 
（２） 検討会開催後速やかに、議事概要及び資料を公開する。ただし、座長は、個

別国立研究開発法人等への不利益が生じることが懸念される場合など、必要に応
じ、議事概要及び資料の一部又は全部を非公開とすることができる。 

 
４．庶務 
 検討会の庶務は、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局国際グループ及び安
全・安心グループの協力を得て、研究環境グループが処理する。 
 
５．その他 
 前各項に定めるもののほか、検討会の運営に関する事項その他必要な事項は、座長
が定める。 
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公益財団法人未来工学研究所研究参与


